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　働き方改革の一環として平成 31年 4月から労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規
定されましたが、①工作物の建設の事業、②自動車運転の業務、③医業に従事する医師、④鹿児島県
及び沖縄県における砂糖を製造する事業（割愛しました。）は、時間外労働の背景に業務の特性や取
引慣行に課題があり、時間外労働の上限規制の適用を 5年間猶予されました。この間、上記の適用
猶予事業・業務に検討が加えられ、令和６年４月１日（36協定の始期が令和 6年 4月 1日以降が対象です。）から以下
の時間外労働の上限規制が適用さることとなりました。

　適用猶予事業・業務に時間外労働の上限規制が適用されるまで、あと 11か月となりました。該当される事業所にお
かれましても準備されていることと思いますが、特に、運送業の方は、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改
善基準告示）」が令和 4年 12月 23日に改定され、令和６年４月１日から施行されます。厚生労働省のホームページで
Ｑ＆Ａ（令和５年３月 31日付け基発 0331 第 49号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正による
改正後の解釈等について」）も公開されています。早めに確認されることをお勧めします。

適用猶予事業・業務に時間外労働の上限規制が適用されます

事業・業務 令和 6年 4月 1日以降の時間外労働の上限規制の【概要】

工作物
の建設
の事業

①時間外労働が月 45時間を超の回数	 年間 6回以内
②時間外労働（休日労働を含まず）	 年間 720 時間以内
③時間外労働と休日労働の合計	 月 100 時間未満かつ複数月平均 80時間以内
※災害の復旧・復興の事業については、③の適用なし

自動車
運転の業務

①時間外労働が月 45時間を超の回数	 年間 6回以内の規制の適用なし
②時間外労働（休日労働を含まず）	 年間 960 時間
③時間外労働と休日労働の合計	 月 100 時間未満、2～ 6か月
	 平均 80時間以内とする規制の適用なし
【トラック自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告示）】
① 1年、1か月の拘束時間	　年間 3,300 時間、　月 284時間以内
② 1日の拘束時間　　　　　13時間以内（上限 15時間）
③運転時間　　　　　　　　日 9時間以内（2日平均）、月 44時間以内（2週平均）
④連続運転時間　　　　　　 4時間以内（運転中断は原則休憩、合計 30分以上）

医業に
従事する
医師

＊医師を次の三つの水準に分けて時間外労働の上限規制を適用
①Ａ水準（診療従事勤務医）
・時間外労働が月 45時間超の回数	 年間 6回以内とする規制の適用なし
・時間外労働（休日労働を含む）	 年間 960 時間以内（休日を含む）
・時間外労働と休日労働の合計	 月 100 時間未満かつ複数月平均 80時間以内
.	 （休日を含む）とする規制の適用なし
②暫定Ｂ、Ｂ（地域医療確保暫定特例水準・医療機関を指定）　

※特例適用は令和 17年 3月 31日までで、以降はＡ水準適用とすることを目標
・時間外労働が月 45時間超の回数	 年間 6回以内とする規制の適用なし
・時間外労働（休日労働を含む）	 年間 1,860 時間以内（休日を含む）
・時間外労働と休日労働の合計	 月 100 時間未満かつ複数月平均 80時間以内
.	 （休日を含む）とする規制の適用なし
③Ｃ -１、Ｃ -２（集中的技能向上水準・医療機関を指定）

※将来に向けて時間外労働の縮減を目指す
・時間外労働が月 45時間超の回数	 年間 6回以内とする規制の適用なし
・時間外労働（休日労働を含む）	 年間 1,860 時間以内（休日を含む）
・時間外労働と休日労働の合計	 月 100 時間未満かつ複数月平均 80時間以内
.	 （休日を含む）とする規制の適用なし
上記②暫定Ｂ、Ｂ及び③Ｃ -１、Ｃ -２は、【追加的健康確保措置】として「連続勤務時間制限 28時間
／勤務間インターバル９時間の確保／代償休息」が、就業上の措置として義務付けられています。
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！

青色申告の中小企業会社の10の節税策
　法人税は、所得に対して課税されます。
　会社の所得が出た時に、期末に向けての節税策で考えられる代表的なものを 10個取り上げます。無駄な経費を
作るのではなく、会社の財務的体力を強くするものなど、もし私が会社の顧問税理士であるなら、真っ先にアドバ
イスするもので利用しやすいものを取り上げます。
　なお、概略を要点のみ項目列挙いたしますので、詳細は御社の顧問税理士とよく協議の上、実施ください。
　ここでは「青色申告」の「中小企業者」を対象としているので、白色申告法人や大企業である法人は別途、顧問税理士にご相談ください。
　①経営セーフティ共済に加入する
　「中小企業倒産防止共済」ともいいます。
　取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸
付け」が受けられる中小企業倒産防止共済法に基づいた共済制度です。
　掛金月額は 5,000 円から 200,000 円までの範囲内 (5,000 円刻み )で自由に選べます。
　全額損金算入ができます。年払いもできるので、期末までに 20万円× 12カ月＝ 240万円の経費がつくれます。
　利息はつかないのですが、40カ月以上続ければ解約返戻金も 100％となります。掛金総額 800万円まで積み立てられるので、いざ
という時の資金繰りの手当てにも利用できます。
　② 1品 30万円未満の減価償却資産を年合計 300万円まで購入する
　「少額減価償却資産」といいます。
　中小企業者等が、取得価額が 30万円未満である減価償却資産を平成 18年 4月 1日から令和 6年 3月 31日までの間に取得などし
て事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
　必要のないものを買うのは全くの無駄となってしまいますが、携帯電話、パソコン、シュレッダー、カメラやソフトウェアなど会社
にとって必要なものや、古くなってしまったものがあれば、期末までに購入すると必要経費に算入できます。
　③短期の前払費用として、家賃を年額前払する
　「短期の前払費用」とは、法人が、前払費用の額で、その支払った日から 1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合に
おいて、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点
で損金の額に算入することが認められます。
　「短期の前払費用」はどの経費にも使えるわけではないので、注意が必要です。
　「短期の前払費用」が使えるのは、支払家賃や保険料のように一定の契約に従って継続的に役務提供を受ける「等質・等量のサービス」
であり、「時の経過に応じて費用化されるもの」であり、現実にその対価として支払ったものであることが要件となります。
　土地や建物の賃料、リース料、保険、借入金利息、月払いの会費などがあげられます。
　資金的に余裕があるのであれば、事務所家賃を年払いするのも一考です。
　同族会社の場合には、事務所の所有者が会社の代表者や家族である場合もあるかと思いますので、その場合には「事務所家賃の年払
い」は利用しやすいと思います。
　なお、「短期の前払費用」は税務調査でも問題になる場合が懸念されますので、支払い方法、支払期間など、実行に際しては顧問税
理士に十分にご相談されることをお勧めします。
　④解約返戻金のある定期保険に加入する
　前項の「短期の前払費用」を保険として利用します。資金的に余裕があり、今後も続けていけるのであれば、解約返戻金のある定期
保険に加入するのも一考ではないでしょうか。
　ただ、2019 年 6月、国税庁より法人保険の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて見直しが行われ、税制改正に
よる通達で法人保険に関する新たなルール案が公表されました。
　これにより行き過ぎた節税策としての保険の活用に、制限が加えられました。
　しかし、法人保険の保険料を損金として全く算入できなくなったわけではありません。長期的な目線で節税を考えれば、税制改正後
の現在でも法人保険を利用して節税対策をすることが可能です。
　積み上がった解約返戻金は、退職金の支払い原資として活用することができます。
　なお、ここでは紙面の都合で詳細を省略しておりますので、実施に当たっては顧問税理士をはじめ信頼のできる専門家にご相談の上、
ご自身が納得した上で実施してください。
　⑤従業員に「決算賞与」を支給する
　多額の利益が見込まれる場合には、決算賞与を従業員に支給することも検討してみましょう。賞与の分だけ会社の資金は流出してし
まいますが、従業員の勤労意欲の向上にもつながります。
　「短期の前払費用」や「少額減価償却資産」などは期末までの支払いが条件でしたが、この決算賞与だけは、未払い計上が認められます。
　つまり、資金繰りを 1か月遅らせることができます。
　「未払決算賞与」が認められるには、以下のすべてを満たしている必要があります。
　1賞与の支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知していること
　2その通知した金額を事業年度終了の日から 1か月以内に支払っていること
　3その金額を通知した事業年度で損金算入していること
　
　紙面の都合であとの 5つは項目のみ掲げておきますので、顧問税理士にご相談ください。
　⑥役員の賞与に関しては「事前確定届出給与」を活用する
　（前期の「株主総会等の決議日」から 1か月を経過する日もしくは、当期の「会計期間開始日から４カ月を経過する日」のうち、い
ずれか早い日末までに届出が必要）＊簡潔に書いています。詳細は顧問税理士へ
　⑦従業員の給与支払総額が前年度より増加しているなら、中小企業向け「所得拡大促進税制」・「賃上げ促進税制」を活用する
　⑧役員退職金を「打ち切り支給」する
　⑨「未払い費用」をもれなく計上する
　⑩固定資産、有価証券の評価損を計上する

東京地方税理士会　藤沢支部
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